
国際連携教育課程制度について

○ 我が国の大学と外国大学が連携して教育課程を編成した場合、両大学が連名で学
位記を出せることとする。（＊我が国の大学が授与する学位に外国大学名を付すことが
できるものとして整理する。）

○ 我が国の大学に、外国の大学と連携して教育課程（国際連携教育課程）を編成す
る学科・専攻（国際連携学科・専攻）を設置し、設置認可の対象とする。

○ 国際連携教育課程を編成する場合、連携する外国大学の授業科目について単位
互換ではなく、自大学で開講したものとみなす仕組みを新たに創設する。

○ 卒業要件は、学部の場合、我が国の大学で修得すべき単位の半分以上、外国大
学で４分の１以上を修得することとする。また、共同して授業科目を開設する「共同開
設科目」（任意）を設けた場合、いずれかの単位としてみなすことができる仕組みとする。

《制度の概要》

外国大学と連携した教育課程を編成し、１枚の学位記に連名で学位を授与

《制度の仕組み》
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国際連携教育課程の実
施・運営に関する重要事
項について協議【告示】

外国の政府文部科学大臣

○ 国際連携学科・専攻の定員は、母体となる組織の収容定員の内数で上限２割とする。
国際連携学科・専攻には、その定員の規模にかかわらず１名ずつの専任教員が必要とな
るほかは、母体となる学部等の専任教員が兼ねることができることとし、施設・設備につい
ても母体となる学部等のものを利用することができる仕組みとする。
○ 設置認可に際しては、大学設置・学校法人審議会に専門の審査組織を設け、迅速な
設置認可を行うこととする。
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に、外国大学の授業の質保証を求める
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国際連携教育課程（ジョイント・ディグリー）制度上の課題と対応について

共通の課程
ａ学科

ｂ学科〔国際連携○○学科（ＪＤ）〕

ｃ学科

１年次 ２年次 ３年次 ４年次

国 際 連 携 ○ ○ 学 科

Ａ大学
（相手国）

Ｂ大学
（我が国）

【Ａ大学（相手国）から履修を始める学生の場合】

①入学

②ｂ学科に進ん
だ学生が転入学
（同時にＡ大学
にも在籍）

【転入学とともに以下の措置が必要】
※1Ａ大学での１年間をＢ大学の修業年
限に通算

※2 Ａ大学での単位を既修得単位として
Ｂ大学において認定（現行制度では
不可）

Ａ大学のみ在籍 Ａ大学及びＢ大学に在籍（在籍関係）

※この間、各学
科に進む学生
の特定は不可

左記のようなケースにおい
てＪＤが成立するよう、大
学設置基準等の規定（既修
得単位の認定）を改正。

適用に当たっては、左記の
ような特例的なケースに限
定し、抑制的に運用する。


